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(57)【要約】
放射線療法治療プランのデリバリに関連する品質保証基
準を評価するシステムおよび方法。この方法は、患者の
画像データを取得するステップと、患者へデリバリされ
る計算された放射線量を含む、患者のための治療プラン
を、少なくとも部分的に画像データに基づいて生成する
ステップと、実質的に治療位置において患者のオンライ
ン画像を取得するステップと、計算された放射線量の少
なくとも一部分を患者へデリバリするステップと、治療
プランのデリバリに関連する品質保証基準を監視するス
テップと、患者が受けた放射線量を計算するステップと
、品質保証基準および患者が受けた放射線量に基づいて
、治療プランのデリバリが意図した通りに行われたかど
うかを判定するステップとを含む。



(2) JP 2009-502255 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム・レベルの品質保証の方法であって、
　患者の画像データを取得するステップと、
　少なくとも部分的に前記画像データに基づいて前記患者のための治療プランを生成する
ステップであって、治療プランは、前記患者へデリバリされる計算された放射線量を含む
ものである、ステップと、
　実質的に治療位置において前記患者のオンライン画像を取得するステップと、
　前記計算された放射線量の少なくとも一部を前記患者へデリバリするステップと、
　前記治療プランのデリバリに関する品質保証基準を監視するステップと、
　前記患者が受けた前記放射線量を計算するステップと、
　前記品質保証基準および前記患者が受けた前記放射線量に基づいて、前記治療プランの
デリバリが意図した通りに行われたかどうかを判定するステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記ステップの少なくとも１つが自動的に実行される
、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記放射線量を計算するステップが、撮像中に受けた
放射線量を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、共通の値のデータベースを維持するステップを更に備
え、前記判定するステップが、少なくとも部分的に前記共通の値に基づいている、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記の治療のデリバリを停止する通知を生成するステ
ップを更に備える方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記品質保証基準を監視するステップが、前記治療プ
ランをデリバリするために使用された前記システムからのフィードバック・データを使用
して、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われたかどうかを判定するステップ
を含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、前記治療プランのデリバリ中に起きる問題を特定するス
テップを含む、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、前記問題がマシン・エラーとして識別される、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法であって、前記問題が解剖学的なエラーとして識別される、方法
。
【請求項１０】
　請求項７に記載の方法であって、前記問題が臨床上のエラーとして識別される、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、前記デリバリされた線量に関するデータを蓄積するため
にデフォーメーション可能なレジストレーションを使用することを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、患者解剖学的構造の輪郭を作成するように、デフォーメ
ーション可能なレジストレーションを使用することを含む、方法。
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【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、デフォーメーション可能なレジストレーションが、
線量計算に適用可能な画像を与える、方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、記録された患者セットアップ・データまたは動きのデー
タを使用するステップを更に含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、新たに取得した画像データと予め記録した画像データと
の組合せに基づく、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、前記新たに取得した画像データおよび予め記録した
画像データが、複合画像を作成するためにマージされる、方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、デリバリされる他の形態治療を査定するステップと、前
記査定に応じて前記治療プランを調節するステップとを更に含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかに基づいて、前記治療プランを改訂するステップを更に備え、前記改訂はまた、
任意の前記品質保証基準の予測した傾向を説明するものである、方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、前記治療プランを改訂するステップが、前記品質保
証基準の少なくとも一部についての予測した傾向を生成するステップと、前記予測した傾
向を評価するステップとを更に備える、方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、前記予測した傾向が、臨床上の情報の予測した傾向
を含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法であって、デリバリされた臨床上の線量および患者の影響に関す
るデータを取得するステップと、前記臨床上の線量に関する生物学的モデルを患者の影響
に適用するステップとを更に備える方法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法であって、前記患者が受けた前記放射線量を計算するステップが
、前記患者が受けた蓄積された放射線量を含む、方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、前記放射線量を計算するステップが自動的に行われ
る、方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法であって、前記蓄積された放射線量が、散乱した線量と画像の
線量との組み合わせである、方法。
【請求項２５】
　請求項１に記載の方法であって、ユーザのエラーまたは治療のエラーの通知を生成する
ステップを更に備える方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法であって、前記通知に基づいて前記システムの構成要素または
パラメータを再校正するステップを更に備える方法。
【請求項２７】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
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かどうかを判定するステップが、前記システムが修理を必要とするかどうかを識別するス
テップを含む、方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載の方法であって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行われた
かどうかを判定するステップが、代替の治療を識別するステップを含む、方法。
【請求項２９】
　放射線療法治療プランの患者へのデリバリを確認するための統一されたシステムであっ
て、
　コンピュータ・プロセッサを含み、放射線を患者へデリバリするように動作可能である
放射線療法治療デバイスと、
　前記コンピュータ・プロセッサによってアクセス可能であるコンピュータ可読媒体内に
格納されたソフトウェア・プログラムと
を備え、
　前記ソフトウェアは、
　患者の画像データを取得し、
　前記患者のための、前記患者へデリバリされる計算された放射線量を含む治療プランを
、少なくとも部分的に前記画像データに基づいて生成し、
　実質的に治療位置において前記患者のオンライン画像を取得し、
　前記計算された放射線量の少なくとも一部を前記患者へデリバリし、
　前記治療プランのデリバリに関する品質保証基準を監視し、
　前記患者が受けた前記放射線量を計算し、
　前記品質保証基準および前記患者が受けた前記放射線量に基づいて、前記治療プランの
デリバリが意図した通りに行われたかどうかを判定する
ように動作させることが可能である、
　システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載のシステムであって、前記ソフトウェア・プログラムは、前記ステッ
プのうち少なくとも１つを自動的に実行するように動作する、システム。
【請求項３１】
　請求項２９に記載のシステムであって、前記ソフトウェア・プログラムは更に、前記治
療プランのデリバリ中に起きる問題を特定するように動作する、システム。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の方法であって、前記問題がマシン・エラーとして識別される、方法
。
【請求項３３】
　請求項３１に記載の方法であって、前記問題が解剖学的なエラーとして識別される、方
法。
【請求項３４】
　請求項３１に記載の方法であって、前記問題が臨床上のエラーとして識別される、方法
。
【請求項３５】
　請求項２９に記載のシステムであって、前記ソフトウェア・プログラムは、前記放射線
療法治療デバイスからのフィードバック・データを取得して、前記治療プランのデリバリ
が意図した通りに行われたかどうかを判定するように動作する、システム。
【請求項３６】
　請求項２９に記載のシステムであって、前記ソフトウェア・プログラムが更に、前記治
療プランのデリバリ中に起きる問題を特定するように動作し、前記問題が、放射線療法治
療デバイスのエラー、解剖学的なエラー、および臨床上のエラーの１つに関連する、シス
テム。
【請求項３７】
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　請求項２９に記載のシステムであって、前記治療プランのデリバリが意図した通りに行
われたかどうかを判定することが、前記デリバリされた線量に関するデータを蓄積するた
めにデフォーメーション可能なレジストレーションを使用することを含む、システム。
【請求項３８】
　システム・レベルの品質保証の方法であって、
　患者の第１の画像を取得するステップと、
　前記患者のための、前記患者にデリバリされる計算された放射線量を含む治療プランを
、少なくとも部分的に前記画像データに基づいて生成するステップと、
　実質的に治療位置において前記患者のオンライン画像を取得するステップと、
　前記第１の画像と前記オンライン画像との間のデフォーメーション・マップを生成する
ステップと、
　前記計算された放射線量の少なくとも一部を前記患者へデリバリするステップと、
　前記治療プランのデリバリに関する品質保証基準を監視するステップと、
　前記デフォーメーション・マップに基づいて、前記患者が受けた前記放射線量を判定す
るステップと、
　前記品質保証基準および前記患者が受けた前記放射線量に基づいて、前記治療プランの
デリバリが意図した通りに行われたかどうかを判定するステップと
　を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　この出願は、ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＦＥＥＤＢＡＣＫ　ＧＵ
ＩＤＥＤ　ＱＵＡＬＩＴＹ　ＡＳＳＵＲＡＮＣＥ　ＡＮＤ　ＡＤＡＰＴＡＴＩＯＮＳ　Ｔ
Ｏ　ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ（放射線療法治療に対し
てのフィードバックによりガイドされる品質保証および適応のためのシステムおよび方法
）と題する２００５年７月２２日出願の米国特許仮出願第６０／７０１５８０号に対する
優先権を主張し、その内容全体を参照により本明細書に組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　過去数十年にわたり、コンピュータおよびネットワーキング、放射線療法治療プランソ
フトウェア、および医用画像モダリティ（ＣＴ、ＭＲＩ、ＵＳ、およびＰＥＴ）における
改良が、放射線療法行為に組み入れられてきた。これらの改良により、画像ガイド型（画
像支援）放射線治療（「ＩＧＲＴ：ｉｍａｇｅ　ｇｕｉｄｅｄ　ｒａｄｉａｔｉｏｎ　ｔ
ｈｅｒａｐｙ」）の開発に至った。ＩＧＲＴは、健康な器官への放射線照射を低減しつつ
、放射線量をより確実に腫瘍に当てるために、患者内部の解剖学的構造の断面画像を用い
る放射線療法である。腫瘍へ送達される放射線量は、強度変調放射線治療（「ＩＭＲＴ：
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ｒａｄｉａｔｉｏｎ　ｔｈｅｒａｐｙ」）を
用いて制御され、これは、患者の腫瘍の寸法、形状、および位置に一致するように、放射
線ビームの寸法、形状、および強度を変更することを含む。ＩＧＲＴおよびＩＭＲＴは、
腫瘍の制御を改善し、同時に、腫瘍を囲む健康な組織を照射することによる激しい副作用
が生ずる可能性を低減する。
【０００３】
　ＩＭＲＴは、幾つかの国で医療の標準になりつつある。しかし、多くの状況で、ＩＭＲ
Ｔは、時間、資源、および請求額の制約により、患者を治療するために使用されない。Ｉ
ＭＲＴプランにより生成される高グラジエントが患者治療のための正しい位置にあること
を保証するために、患者の日々の画像を使用することができる。更に、これらの画像は、
必要な場合、そのプランをオンラインまたはオフラインで適合させるための必要な情報を
提供することができる。
【０００４】
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　患者の治療過程で生じ得る不確定性および変化には多くの発生源があることが、放射線
療法の分野で一般に知られている。これらの発生源の幾つかは、毎日の患者のセットアッ
プ位置におけるわずかな差などのような、ランダムなエラーを生じさせる。他の発生源は
、療法中に患者の腫瘍が退行したり、患者が体重を減らした場合に生じ得る生理学的変化
に起因する。第３の考慮され得るカテゴリは、動きと考えられる。幾つかの動きは、患者
の咳込みや放屁などのように更にランダムであり予測不能であり、呼吸動作などのような
他の動きは、より規則的になることも時々あるが、動きは、他のカテゴリの何れとも重複
し得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　放射線療法では、不確定さが、患者治療の品質に影響を与える可能性がある。例えば、
ターゲット部位に治療線量を送達する場合、ターゲット回りの高線量「マージン（余裕部
分）」部位も治療することが標準の行為である。これは、治療の過程または一つの分割（
ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒａｃｔｉｏｎ）において、その位置が変化した場合であっても、ター
ゲットが所望される線量を確実に受けられるようにする。ターゲット位置が不明確になれ
ばなるほど、一般に、使用するのに必要なマージンは大きくなる。
【０００６】
　適応放射線療法は、概して、将来の治療を改善するために放射線療法治療の過程でフィ
ードバックを使用する概念を指す。フィードバックは、オフラインの適応療法プロセス、
およびオンラインの適応療法プロセスで使用され得る。オフラインの適応療法プロセスは
、治療のフラクション（分割）とフラクションの間などのような、患者が治療されていな
い間に行われる。これの１つのバージョンでは、各フラクション中、患者の新しいＣＴ画
像は、各フラクションの前または後で取得される。第１の幾つかの治療フラクションから
画像が取得された後、画像は評価されて、複数日にわたるターゲット構造位置の有効なエ
ンベロープ（ｅｎｖｅｌｏｐｅ）を決定する。次いで、動きの標準的仮定を使用するので
はなく、ターゲット構造の動きの範囲をより反映させるようにして、新しいプランを作成
することができる。オフラインの適応療法のより複雑なバージョンは、各フラクションの
後に、送達された線量を再計算してこれらの線量を蓄積するが、この蓄積中に内部の動き
を考慮するように場合によっては変形（デフォーメーション）技法を用いる。蓄積された
線量は、次いで、計画された線量と比較され、何らかの不一致が認められた場合、その後
のフラクションは、その変化を調整するために変更され得る。
【０００７】
　オンライン適応療法プロセスは、一般に、患者が治療室にいる間に行われ、また、必ず
しも必要ではないがトリートメント・デリバリ（treatment delivery、治療デリバリ）中
に行われることもある。例えば、幾つかの放射線療法治療システムは、オンラインＣＴや
Ｘ線システムなどの撮像システムを備える。これらのシステムは、トリートメント・デリ
バリ（治療デリバリ）のための患者のセットアップを検証したり調整するために、治療前
に使用され得る。撮像システムはまた、実際のトリートメント・デリバリ中に治療を適合
させるためにも使用することができる。例えば、撮像システムは、患者の解剖学的構造の
変化を反映させるようにトリートメント・デリバリを変更するために、治療と同時に使用
することも可能である。
【０００８】
　本発明の一態様は、適応療法技法の用途の新しい機会を開示することであり、また更な
る諸態様は、適応療法のための新規な方法を提示することである。具体的には、適応療法
は、一般に、患者の治療を変更するためのフィードバックに焦点を当ててきたが、本発明
は、品質保証に関して使用される適応療法プロセスに焦点を当てている。これは、システ
ム全体を検証する状況において特に当てはまる。
【０００９】
　例えば、検出器は、治療ビームがどのくらい患者を貫通したかを示す情報を収集するた
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めに使用することができ、それにより、治療出力の大きさ、ならびに送達に使用された放
射線パターンを決定することができる。この送達検証プロセスの利点は、不適切なリーフ
・パターンやマシン出力などのような、マシンによる送達におけるエラーを操作者が検出
できるようになることである。
【００１０】
　しかし、マシンが適切に機能していることを検証すること自体は、治療プランの適正な
送達を保証するものではなく、マシンをプログラムするために使用された外部入力が有効
であり、かつ整合性のあることを検証することも必要になる。従って、本発明の一態様は
、治療プロセス全体の改善された品質保証のために、適応型フィードバック・ループのよ
り広い概念を含む。この態様では、本発明は、治療のために患者を配置し、画像ガイド型
（画像支援型）の方法を用いて患者の位置を決定するステップと、画像ガイダンスに基づ
いて、治療に必要なように患者を再配置するステップと、治療を開始するステップとを含
む。次いで、治療中または治療後に、患者の線量を再計算するステップと、治療前または
治療中に収集された患者画像情報を組み込むステップとを含む。これらの諸ステップの完
了後、送達が、どの程度プラン通り実施されたかを分析するだけではなく、プランされた
送達が、新しく利用可能なデータに即して妥当であるかを検証するために、品質保証デー
タが収集される。この点に関して、フィードバックの概念は、患者や送達の変化に基づい
て治療に対する変更を指示するためには、もはや使用されず、元の送達それ自体を検証す
るために使用される。
【００１１】
　一例として、ある患者に対する治療プランを作成できるかもしれないが、プランに使用
された画像は、正しくない密度の校正を適用することなどにより、壊れている可能性があ
る。この場合、治療プランは正しくない情報に基づいており、患者に対して正しい線量を
送達しないかもしれない。更に、多くの品質保証技法は、このエラーは検出しない。なぜ
なら、それらの技法は、マシンに対する命令が正しい入力情報に基づいているかどうかを
検査するのではなく、マシンが命令通り動作していることを検証するものであるからであ
る。同様に、幾つかの適応療法技法をこの送達に適用することができるが、この例の校正
問題が残存する場合、その適応治療は、同様な欠陥を生ずるはずである。
【００１２】
　品質保証の目的のために、フィードバックの使用を拡張するように使用され得る幾つか
のプロセスがある。例えば、一実施形態では、このプロセスは、上述の送達検証技法を含
むはずである。これらの方法が提供するマシン性能の妥当性検査は、システム全体の品質
保証ツール・セットの価値のある構成要素である。更に、送達の妥当性検査プロセスは、
一部が欠けた視野を有する画像に基づく送達などのような、他のシステム・エラーを分析
するように拡張され得る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一実施形態では、本発明は、システム・レベルの品質保証の方法を提供する。この方法
は、患者の画像データを取得するステップと、患者へデリバリ（送達）される計算された
放射線量を含む、患者のための治療プランを、少なくとも部分的に画像データに基づいて
生成するステップと、実質的に治療位置において患者のオンライン画像を取得するステッ
プと、計算された放射線量の少なくとも一部分を患者へ送達するステップと、治療プラン
のデリバリに関する品質保証基準を監視するステップと、患者が受けた放射線量を自動的
に計算するステップと、品質保証基準および患者が受けた放射線量に基づいて、治療プラ
ンのデリバリが意図した通りに行われたかどうかを判定するステップとを備える。
【００１４】
　他の実施形態では、本発明は、放射線療法治療プランを患者へデリバリすることを確認
するための統一されたシステムを提供する。そのシステムは、放射線療法治療デバイスお
よびソフトウェア・プログラムを備える。放射線療法治療デバイスは、コンピュータ・プ
ロセッサを含み、放射線を患者へ送達するように動作可能である。ソフトウェア・プログ
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ラムは、コンピュータ・プロセッサによりアクセス可能なコンピュータ可読媒体に格納さ
れるものであり、患者の画像データを取得するようにし、患者へ送達される計算された放
射線量を含む、患者のための治療プランを、少なくとも部分的に画像データに基づいて生
成するようにし、実質的に治療位置において患者のオンライン画像を取得するようにし、
計算された放射線量の少なくとも一部分を患者へ送達するようにし、治療プランの送達に
関する品質保証基準を監視するようにし、患者が受けた放射線量を自動的に計算するよう
にし、品質保証基準および患者が受けた放射線量に基づいて、治療プランの送達（デリバ
リ）が意図した通りに行われたかどうかを判定するようにするよう、動作可能である。
【００１５】
　他の実施形態では、本発明は、システム・レベルの品質保証の方法を提供する。この方
法は、患者の第１の画像を取得するステップと、患者へ送達される計算された放射線量を
含む、患者のための治療プランを、少なくとも部分的に画像データに基づいて生成するス
テップと、実質的に治療位置において患者のオンライン画像を取得するステップと、第１
の画像とオンライン画像との間の変形（デフォーメーション、deformation）マップを生
成するステップと、計算された放射線量の少なくとも一部分を患者へ送達するステップと
、治療プランの送達に関する品質保証基準を監視するステップと、変形マップに基づいて
患者が受けた放射線量を判定するステップと、品質保証基準および患者が受けた放射線量
に基づいて、治療プランの送達が意図した通りに行われたかどうかを判定するステップと
を備える。
【００１６】
　本発明の他の諸態様は、詳細な説明および添付の図面を検討することにより明らかとな
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の任意の諸実施形態が詳細に説明される前に、本発明は、その用途において、以
下の説明で述べられたまたは以下の図面で例示されたコンポーネントの構成および配置の
細部に限定されないことを理解されたい。本発明は、他の諸実施形態も可能であり、様々
な方法で実施され、または実行され得る。更に、本明細書で使用される表現法および用語
は説明のためであり、限定するものと見なすべきではないことを理解されたい。「含む（
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含む／備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（ｈａ
ｖｉｎｇ）」、およびその変形物／異体を本明細書で使用する場合は、その後にリストさ
れる項目およびその均等物ならびに追加の項目を包含することを意味する。指定または限
定されない限り、用語「設置される／取り付けられる（ｍｏｕｎｔｅｄ）」、「接続され
る」、「支持される」、「結合される」、ならびにその変形物／異体は、広く使用され、
かつ直接的、間接的に、設置／取付け、接続、支持、および結合することを包含する。更
に、「接続される」および「結合される」は、物理的や機械的な接続や結合に限定されな
い。
【００１８】
　上側、下側、下方向、上方向、後方向、底部、前方、後方などのような方向の参照は、
図面の説明において本明細書で行われ得るが、これらの参照は、便宜上、図面に対して行
われる（普通に見たとき）。これらの方向は、本発明を、どのようなな形であれ、文字通
り取られることや限定することを意図していない。更に、「第１」、「第２」、「第３」
などの用語は説明のために本明細書で使用されており、相対的な重要性または意義を指示
や暗示することを意図していない。
【００１９】
　更に、本発明の諸実施形態は、議論のためにコンポーネントの大多数がハードウェア中
に単独で実装されるかのように例示され説明されているハードウェアやソフトウェアと、
電子コンポーネントやモジュールを含むことを理解されたい。しかし、当業者であれば、
この詳細な説明を読むことに基づいて、少なくとも１つの実施形態において、本発明の電
子ベースの諸態様がソフトウェアで実装され得ることを理解するはずである。従って、複
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数のハードウェアおよびソフトウェアベースのデバイス、ならびに複数の異なる構造的コ
ンポーネントが、本発明を実装するために使用され得ることに留意されたい。更に、続く
段落で述べるように、図面で示された特定の機械的な構成は、本発明の諸実施形態を例示
する事を意図しており、他の代替の機械的な構成も可能である。
【００２０】
　図１は、患者１４に放射線療法を提供できる放射線療法治療システム１０を示す。放射
線療法治療は、光子ベースの放射線療法、近接照射療法、電子ビーム療法、陽子、中性子
、または粒子線療法、あるいは他のタイプの治療療法を含むことができる。放射線療法治
療システム１０は、ガントリ１８を含む。ガントリ１８は、放射線のビーム３０を生成す
るように動作可能な放射線源２４および線形加速器２６を含むことのできる放射線モジュ
ール２２を支持することができる。図面で示されたガントリ１８は、リング・ガントリ、
即ち、完全に３６０度まで延びて完全なリングまたは円を生み出すガントリであるが、他
のタイプの取付け構成を使用することもできる。例えば、Ｃタイプなどのようなリング型
ではないガントリや、部分的リング・ガントリや、ロボット的なアームを使用することも
できる。患者１４に対して、様々な回転位置および／または軸位置で放射線モジュール２
２を配置することのできる他の任意のフレームワークをまた使用することができる。更に
、放射線源２４は、ガントリ１８の形状に追従しない経路を移動することができる。例え
ば、放射線源２４は、例示のガントリ１８は概して円形形状であっても、非円形の経路を
移動することができる。
【００２１】
　放射線モジュール２２はまた、放射線ビーム３０を変更や変調するように動作する変調
デバイス３４を含むことができる。変調デバイス３４は、放射線ビーム３０の変調を行い
、放射線ビーム３０を患者１４の方へ送る。具体的には、放射線ビーム３４は、患者の一
部分の方向へ送られる。広く言えば、その部分は体全体を含むことができるが、概して、
体全体よりは小さく、２次元面積および／または３次元体積により定義され得る。ターゲ
ット３８またはターゲット部位と呼ばれ得る、放射線を受けることが望ましい部分は、関
心領域の一例である。他のタイプの関心領域は、危険を伴う領域（ｒｅｇｉｏｎ　ａｔ　
ｒｉｓｋ）である。ある部分が、危険を伴う領域を含む場合、放射線ビームは、危険を伴
う領域からそらされることが好ましい。患者１４は、放射線療法を受ける必要のある、１
つより多くのターゲット部位を有する可能性がある。このような変調は、時には、強度変
調放射線治療（「ＩＭＲＴ」）と呼ばれる。
【００２２】
　変調デバイス３４は、図２に示すようにコリメーション・デバイス４２含むことができ
る。コリメーション・デバイス４２は、放射線ビーム３０が通過できる開口部５０の寸法
を画定および調整する１組のジョー（ｊａｗ）４６を含む。ジョー４６は、上側ジョー５
４および下側ジョー５８を含む。上側ジョー５４および下側ジョー５８は、開口部５０の
寸法を調整するように移動可能である。
【００２３】
　一実施形態では、また図２に示すように、変調デバイス３４は、強度変調を提供するた
めに、位置を移動するように動作可能な複数の組み合わされたリーフ６６を含むマルチリ
ーフ・コリメータ６２を備えることができる。リーフ６６は、最小の開放位置と最大の開
放位置の間の何れかの位置に移動できることにも留意されたい。複数の組み合わされたリ
ーフ６６は、放射線ビーム３０が患者１４のターゲット３８に達する前に、放射線ビーム
３０の強度、寸法、および形状を変調する。各リーフ６６は、放射線が通過するのを許可
または妨害するためにリーフ６６を迅速に開閉できるように、モータや空気弁などのアク
チュエータ７０により独立して制御される。アクチュエータ７０は、コンピュータ７４お
よび／または制御装置により制御され得る。
【００２４】
　放射線療法治療システム１０はまた、放射線ビーム３０を受けるように動作可能な検出
器７８、例えば、キロボルトやメガボルトの検出器を含むことができる。線形加速器２６
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および検出器７８はまた、患者１４のＣＴ画像を生成するためのコンピュータ断層撮影（
ＣＴ）システムとして動作することもできる。線形加速器２６は、患者１４のターゲット
３８に向けて放射線ビーム３０を放出する。ターゲット３８は、放射線の幾らかを吸収す
る。検出器７８は、ターゲット３８により吸収された放射線の量を検出または測定する。
線形加速器２６が患者１４の周囲を回転して患者１４に向けて放射線を放出すると、検出
器７８は、様々な角度からの吸収データを収集する。収集された吸収データは、その吸収
データを処理するために、また患者の体組織および器官の画像を生成するために、コンピ
ュータ７４へ送信される。画像はまた、骨、軟組織、および血管を示すこともできる。
【００２５】
　ＣＴ画像は、扇形の幾何形状、マルチスライス幾何形状、またはコーン・ビーム幾何形
状を有する放射線ビーム３０を用いて取得され得る。更に、ＣＴ画像は、メガボルトのエ
ネルギーやキロボルトのエネルギーを送達する線形加速器２６を用いて取得され得る。取
得されたＣＴ画像は、前に取得されたＣＴ画像（放射線療法治療システム１０から、また
はＣＴスキャナ、ＭＲＩシステム、およびＰＥＴシステムなどの他の画像取得デバイスか
らのもの）とともに登録され得ることに更に留意されたい。例えば、患者１４に対する前
に取得されたＣＴ画像は、輪郭付けプロセスを介して作成された識別されたターゲット３
８を含むことができる。患者１４に対して新たに取得されたＣＴ画像は、新しいＣＴ画像
中でターゲット３８を識別することを支援するために、以前に取得されたＣＴ画像とレジ
ストレーション（登録）され得る。レジストレーション・プロセスは、固定された（ｒｉ
ｇｉｄ）またはデフォーメーション可能なレジストレーション・ツールを使用することが
できる。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、放射線療法治療システム１０は、Ｘ線源およびＣＴ画像検出器
を含むことができる。Ｘ線源およびＣＴ画像検出器は、画像データを取得するための上記
で述べられた線形加速器２６および検出器７８と同様な方法で動作する。画像データは、
コンピュータ７４に送信され、患者の体組織および器官の画像を生成するために処理され
る。
【００２７】
　放射線療法治療システム１０はまた、患者１４を支持する治療台８２（図１に示された
）などのような、患者サポート手段を含むことができる。治療台８２は、ｘ、ｙ、または
ｚ方向の少なくとも１軸８４に沿って移動する。本発明の他の諸実施形態では、患者サポ
ートは、患者の体の任意の部分を支持するように適合されたデバイスとすることができる
。患者サポートは、患者の体全体を支持する必要のあるものに限定されない。システム１
０はまた、治療台８２の位置を操作するように動作可能な駆動システム８６を含むことが
できる。駆動システム８６は、コンピュータ７４により制御することができる。
【００２８】
　図２、図３に示すコンピュータ７４は、様々なソフトウェア・プログラムおよび／また
は通信アプリケーションを動作させるためのオペレーティング・システムを含む。特に、
コンピュータ７４は、放射線療法治療システム１０と通信するように動作するソフトウェ
ア・プログラム（１または複数）９０を含むことができる。コンピュータ７４は、医療従
事者によりアクセスされるように適合された任意の適切な入力／出力デバイスを含むこと
ができる。コンピュータ７４は、プロセッサ、入出力インターフェース、および記憶デバ
イスもしくはメモリなどの典型的なハードウェアを含むことができる。コンピュータ７４
はまた、キーボードおよびマウスなどのような入力デバイスを含むことができる。コンピ
ュータ７４は更に、モニタなどの標準の出力デバイスを含むことができる。更に、コンピ
ュータ７４は、プリンタおよびスキャナなどのような周辺装置を含むことができる。
【００２９】
　コンピュータ７４は、他のコンピュータ７４および放射線療法治療システム１０とネッ
トワーク化され得る。他のコンピュータ７４は、追加のおよび／または異なるコンピュー
タ・プログラムおよびソフトウェアを含むことができ、本明細書で述べられたコンピュー
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タ７４と同一である必要はない。コンピュータ７４および放射線療法治療システム１０は
、ネットワーク９４と通信することができる。コンピュータ７４および放射線療法治療シ
ステム１０はまた、データベース（１または複数）９８およびサーバ（１または複数）１
０２と通信することができる。ソフトウェア・プログラム（１または複数）９０はまた、
サーバ（１または複数）１０２に常駐できることに留意されたい。
【００３０】
　ネットワーク９４は、任意のネットワーキング技術もしくはトポロジ、または技術もし
くはトポロジの組合せに従って構築することができ、また複数のサブネットワークを含む
ことができる。図３に示すコンピュータと諸システムとの間の接続は、ローカル・エリア
・ネットワーク（「ＬＡＮ」）、広域ネットワーク（「ＷＡＮ」）、公衆電話交換網（「
ＰＳＴＮ」）、無線ネットワーク、イントラネット、インターネット、または他の適切な
任意のネットワークを介して行うことができる。病院または医療介護施設では、図３に示
すコンピュータと諸システムの間の通信は、ヘルス・レベル・セブン（「ＨＬ７：Ｈｅａ
ｌｔｈ　Ｌｅｖｅｌ　Ｓｅｖｅｎ」）プロトコル、または任意のバージョンを有する他の
プロトコルおよび／または他の必要なプロトコルを介して行うことができる。ＨＬ７は、
健康管理環境において電子データを交換するために異なるベンダからの２つのコンピュー
タ・アプリケーション（送信側と受信側）の間のインターフェースの実装形態を指定する
標準プロトコルである。ＨＬ７により、健康管理施設は、様々なアプリケーション・シス
テムからの重要なデータ・セットを交換できるようになる。具体的には、ＨＬ７は、交換
されるデータ、相互に交換するタイミング、およびアプリケーションに対するエラーの通
信を定義することができる。そのフォーマットは、概して包括的な性質のものであり、行
われるアプリケーションの必要性を満たすように構成することができる。
【００３１】
　図３に示すコンピュータと諸システムの間の通信はまた、任意のバージョンを有する医
用デジタル・イメージングおよび通信規格（「ＤＩＣＯＭ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ」）プロトコル
、および／または他の必要なプロトコルを介して行うことができる。ＤＩＣＯＭは、ＮＥ
ＭＡにより開発された国際的な通信規格であり、様々な医用機器の間で医用画像に関連し
たデータを転送するのに使用されるフォーマットを定義する。ＤＩＣＯＭ　ＲＴは、放射
線療法データに特有の標準を示す。
【００３２】
　図３の両方向の矢印は、概して、ネットワーク９４と、図３に示すコンピュータ７４お
よびシステム１０の何れかとの間の両方向通信および情報転送を表す。しかし、何らかの
医療用でコンピュータ化された機器の場合、１方向の通信および情報転送のみが必要であ
り得る。
【００３３】
　ソフトウェア・プログラム９０は、放射線療法治療プロセスの機能を実施するために互
いに通信する複数のモジュールを含む。それらの様々なモジュールは、放射線療法治療プ
ランの送達が意図した通りに行われたかどうかを判定するように、互いに通信する。
【００３４】
　ソフトウェア・プログラム９０は、医療従事者によるシステム１０へのデータ入力に基
づいて、患者１４に対する治療プランを生成するように動作可能な治療プランモジュール
１０６を含む。データは、患者１４の少なくとも一部分の１または複数の画像（例えば、
計画している画像および／または治療前の画像）を含む。治療プラン・モジュール１０６
は、治療を複数のフラクションに分離し、医療従事者により入力された処方に基づいて、
各フラクションまたは治療に対する放射線量を決定する。治療プランモジュール１０６は
また、ターゲット３８の周囲に描かれた様々な輪郭に基づいて、ターゲット３８に対する
放射線量を決定する。複数のターゲット３８が同じ治療プラン中に存在し、含まれてもよ
い。
【００３５】
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　ソフトウェア・プログラム９０はまた、特定の治療フラクションに対して、ガントリ１
８の等角点に対して患者１４を配置して、位置合わせするように動作する患者配置モジュ
ール１１０を含む。患者が治療台８２にある間に、患者配置モジュール１１０は、患者１
４の画像を取得し、患者１４の現在の位置を、参照（基準）画像における患者の位置と比
較する。参照画像は、計画画像や、任意の治療前の画像や、計画画像と治療前画像との組
合せとすることができる。患者の位置を調整する必要のある場合、患者配置モジュール１
１０は、治療台８２を移動するように駆動システム８６に命令を行うか、または、患者１
４を手動で新しい位置に移動することができる。一つの構成では、患者配置モジュール１
１０は、ガントリ１８の等角点に関する患者位置データを提供するように治療室に配置さ
れたレーザから、データを受け取ることができる。そのレーザからのデータに基づいて、
患者配置モジュール１１０は、駆動システム８６に命令を行い、駆動システム８６は、治
療台８２を移動し、ガントリ１８に関して患者１４を適正に位置合わせする。レーザ以外
のデバイスおよびシステムも、位置合わせプロセスを支援するために、患者配置モジュー
ル１１０にデータを提供するように使用され得ることに留意されたい。
【００３６】
　患者配置モジュール１１０はまた、治療中の患者の動きを検出および／またはモニタ（
監視）するように動作可能である。患者配置モジュール１１０は、Ｘ線、室内ＣＴ、レー
ザ配置デバイス、カメラ・システム、肺活量計、超音波、張力測定、胸部バンドなどのよ
うな動き検出システム１１２と通信することができ、かつ／または、それを組み込むこと
ができる。患者の動きは、不規則であり予測できない可能性があり、スムーズなまたは再
生可能な経路に従う必要はない。
【００３７】
　ソフトウェア・プログラム９０はまた、治療プランに従って患者１４へ治療プランをデ
リバリするように、放射線療法治療システム１０に命令するように動作するトリートメン
ト・デリバリ・モジュール１１４を含む。トリートメント・デリバリ・モジュール１１４
は、患者１４へ放射線を送達するために命令を生成して、それをガントリ１８、線形加速
器２６、変調デバイス３４、および駆動システム８６へ送信することができる。命令は、
治療プランに指定された適正な量で適正なターゲットへ放射線ビーム３０を送達するよう
に、ガントリ１８、変調デバイス３４、および駆動システム８６の必要な動作を調整する
。
【００３８】
　トリートメント・デリバリ・モジュール１１４はまた、治療プランによって指定された
処方に一致するように、送達すべき放射線ビーム３０の適切なパターン、位置、および強
度を計算する。放射線ビーム３０のパターンは、変調デバイス３４により生成されるもの
であり、更に具体的には、マルチリーフ・コリメータの複数のリーフの移動により生成さ
れる。トリートメント・デリバリ・モジュール１１４は、治療パラメータに基づいて、放
射線ビーム３０に対する適切なパターンを生成するために、標準、所定、またはテンプレ
ートのリーフ・パターンを用いることができる。トリートメント・デリバリ・モジュール
１１４はまた、アクセス可能な、典型的な症例に対するパターンのライブラリを含むこと
ができ、それと現在の患者データと比較して、放射線ビーム３０のパターンを決定する。
【００３９】
　ソフトウェア・プログラム９０はまた、フィードバック・モジュール１１８も含むこと
ができ、フィードバック・モジュール１１８は、患者の治療中に放射線療法治療システム
１０からデータを受け取るように動作可能である。フィードバック・モジュール１１８は
、放射線療法治療デバイスからデータを受け取ることができ、患者トランスミッション（
transmission）・データ、電離箱データ、ＭＬＣデータ、システム温度、コンポーネント
の速度および／または位置、流量などに関する情報を含むことができる。フィードバック
・モジュール１１８はまた、治療パラメータ、患者が受けた放射線量、治療中に取得され
た画像データ、および患者の動きに関するデータを受け取ることもできる。更に、フィー
ドバック・モジュール１１８は、ユーザおよび／または他のソースからの入力データを受
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け取ることができる。フィードバック・モジュール１１８は、更なる処理のために必要に
なるまでデータを取得し格納する。
【００４０】
　ソフトウェア・プログラム９０はまた、分析モジュール１２２を含み、分析モジュール
１２２は、フィードバック・モジュール１１８からのデータを分析して、治療プランの送
達が意図した通りに行われたかどうかを判定するように、および、新たに取得したデータ
に基づいて、計画した送達（デリバリ）が妥当であるかを検証するように動作可能である
。分析モジュール１２２はまた、受け取ったデータおよび／または更に入力されたデータ
に基づいて、治療プランの送達中に問題が起きたかどうかを判定することもできる。例え
ば、分析モジュール１２２は、その問題が、放射線療法治療デバイス１０のエラー、およ
び／または患者の動きなどのような解剖学的なエラー、および／またはデータ入力エラー
などのような臨床上のエラーに関するかどうかを判定することができる。分析モジュール
１２２は、治療台８２、デバイスの出力、ガントリ１８、マルチリーフ・コリメータ６２
、患者のセットアップ、および放射線療法治療デバイス１０の構成要素間のタイミングエ
ラーに関する、放射線療法治療デバイス１０のエラーを検出することができる。例えば、
分析モジュール１２２は、計画中に治療台の交換が行われたかどうか、固定デバイスが適
切に使用され計画中に説明されたかどうか、治療中の位置および速度が正しいかどうかを
、判定することができる。分析モジュール１２２は、放射線療法治療デバイス１０の出力
パラメータに変化または変動が起きたかどうかを判定することができる。ガントリ１８に
関しては、分析モジュール１２２は、ガントリ１８の速度および位置決めにエラーがある
かどうかを判定することができる。分析モジュール１２２は、マルチリーフ・コリメータ
６２が適切に動作しているかどうかを判定するために、データを受け取ることができる。
例えば、分析モジュール１２２は、リーフ６６が正しい回数動いたかどうか、リーフ６６
が定位置に固定されているかどうか、リーフのタイミングが適切に校正されているかどう
か、リーフ変調パターンが所与の治療プランに関して正しいかどうかを、判定することが
できる。分析モジュール１２２はまた、任意の所与の治療プランに関しての患者のセット
アップ、向き、および位置を検証することもできる。分析モジュール１２２はまた、ガン
トリ１８、治療台６２、線形加速器２６、リーフ６６の間のタイミングが正しいことを検
証することもできる。
【００４１】
　分析モジュール１２２はまた、複数のフラクションにわたって患者１４が正しい放射線
量を確実に受けるために、変形（デフォーメーション）可能なレジストレーション・デー
タを使用することもできる。線量を分析するときに、エラーが悪化されているかどうかや
、エラーが互いに弱めあっているかどうかを判定するために、複数の治療フラクションに
わたって線量を蓄積することが有用である。レジストレーションは、複数の画像にわたる
患者の解剖学的または生理学的な位置の間の相互関係を判定するための方法である。変形
可能なレジストレーションは、画像、フェーズ、または時間の間の解剖学的構造の固定さ
れない（ｎｏｎ－ｒｉｇｉｄ）変化を説明するための、患者の解剖学的または生理学的な
位置の間の相互関係を判定する方法である。患者１４へ送達された放射線量は、正しい線
量が患者１４へ送達されてきたことや、されていることを確実にするために、オンライン
画像と放射線療法治療デバイス１０からのフィードバックとに基づいて、再計算される。
【００４２】
　分析モジュール１２２はまた、品質保証の目的のために、画像の変形（デフォーメーシ
ョン）ベースの輪郭付けに関連するデータを使用することもできる。変形可能なレジスト
レーションの技法を使用して、新しい画像に対して自動的または半自動的に輪郭を生成す
ることができる。概して、輪郭セットが、計画画像や他のベースライン患者画像のために
画定されてきたが、新しい画像では、輪郭セットは通常はすぐに利用可能ではない。手動
で画像の輪郭付けをするようにオペレータに要求するよりも、変形可能な画像レジストレ
ーションを実施し、次いで、その変形の結果を、新しい患者の解剖学的構造に反映させる
ように、元の輪郭セットを変更するための基礎として使用することが、より迅速かつより
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整合性があるものとなり得る。前に利用可能であった画像および輪郭の組に基づいて、新
しく利用可能な画像に対する輪郭を生成するための、テンプレート・ベースの輪郭付けア
ルゴリズムの類似のものが開発されてきた。これらのテンプレート・ベースのアルゴリズ
ムは、前の患者画像および輪郭に基づいて、または、場合によっては、標準またはアトラ
ス（ａｔｌａｓ）患者画像および輪郭に基づいて、新しい患者画像を輪郭付けすることが
できる。これは、自動的に日ごとに輪郭が得られている日々の画像における線量を蓄積す
る手段として、適応療法に対して実施され得る。更に、以前は、これらのアルゴリズムは
、標準のまたはアトラスの画像に基づいて新しい輪郭を生成することにおいて使用されて
いたが、これらの技法を、画像支援型の放射線療法で生ずる特定の豊富な画像データおよ
び種々のタイプの画像に適用することが、本発明の新しい態様である。具体的には、これ
は、輪郭の組が画像の１つに対してのみ存在し得る、同じ患者の複数の画像のデフォーメ
ーションおよびテンプレートベースの輪郭付けを含む。患者のこれらの複数の画像は、オ
ンラインもしくは室内患者撮像システムの使用から生じ得るものであり、画像は異なる日
に撮られた可能性があり、あるいは、これらの画像は、各画像が呼吸フェーズなどの動き
のフェーズ（phase、相、時期）を表すＣＴスキャナなどのような「４Ｄ」撮像システム
から導出され得る。オンラインまたは室内撮像システムは、基準（参照）画像と同じか、
同様か、または異なるモダリティであり得ることにも留意されたい。例えば、参照画像は
ＣＴ画像とすることができるが、オンライン画像は、ＣＴ、コーン・ビームＣＴ、メガボ
ルトＣＴ、ＭＲＩ、超音波、または異なる様式のものとすることもできる。これらの輪郭
付け技法を、品質保証および適応療法の用途に移植することにより、画像の輪郭付けにお
いてかなりの時間を節約することが可能になり、この方法は更に、同じ患者の複数の画像
（異なる時間に撮られたものや、異なるフェーズを示す）にわたり、輪郭の一貫性を向上
させることができる。手動による輪郭は再現できないという欠点があり得るが、自動的に
生成される輪郭は、後の輪郭生成に初期の輪郭の原理を適用するという点において、潜在
的に、より整合性があり得ることが、知られている。
【００４３】
　変形可能なレジストレーション技法を使用した輪郭付けプロセスの他の利点は、生成さ
れた輪郭が、変形プロセスの妥当性検査を提供することである。生成された輪郭が、手動
で描こうとしたものに近い輪郭を反映している場合、変形プロセスが妥当なものであるこ
とをよく示しており、一方、自動の輪郭が、関連性の低いものである場合、それは、おそ
らくは変形（デフォーメーション）が不適切であるということをユーザに示すが、また、
ユーザに、誤りや不整合性を検査するために手動の輪郭を確認する機会を提供する。この
方法の他の態様は、変形ベースの輪郭を、適応プロセスに対する概略（下書き）の輪郭と
して使用でき、また、オンライン画像に対して所望の輪郭を反映するように手動で編集で
きることである。これを行う場合、変形プロセスを再度動作させることができ、変形マッ
プを制限して、初期の輪郭を、手動で編集された自動的な輪郭にマッチさせるようにする
が、これにより、残りの画像を通して直接整合性のある結果が得られるようになる。
【００４４】
　分析モジュール１２２はまた、品質保証の目的のために、様々な画像で線量計算を行う
ために変形マップを使用するように動作可能である。ある画像は線量計算に有用な計画（
プラン）画像であり、他の画像はオンライン画像などのような質的な値を有するが線量計
算に対する直接の有用性が低いものであるというような複数の画像を関連付けるために、
変形マップが利用され得る。この関係は、次いで、より定量的な画像を、質的な形状のオ
ンラインの又はより低い定量的な画像に「再マップする」ために使用することができる。
その結果として得られた再マップ画像は、第１の画像の定量的な利点を有し、第２の画像
中に含まれている更新された解剖学的情報も有しているので、線量計算または定量的な用
途のためには、他の２つの何れの画像よりも更に適切なはずである。これは、第１の画像
（例えば、計画画像）がＣＴ画像であり、第２の画像が定量的な画像の値を欠く場合（例
えば、ＭＲＩ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、超音波、または非定量的ＣＴなどの画像）などのよ
うな、様々な場合に有用である。この方法の同様の適用例は、量的な制限に代えて、また
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はそれに加えて、幾何形状的な歪み、欠点、および／または不完全性を修正することであ
る。例えば、解剖学的構造を十分に表すが幾何形状の歪みを含む現在のＭＲＩ画像を、歪
みを受けないＣＴ画像に再マップすることができる。あるいは、複数の画像を使用して、
解剖学的変化を示しつつ、両方の歪みを同時に修正することができる。
【００４５】
　上述のように、計画画像の後に取得された患者画像において線量を再計算することがで
きることが重要である。それらの線量については、デリバリされた複数のフラクション（
分割）に関するそれらの線量を蓄積することも有用である。それらの線量は、物理的な空
間の線量の位置に基づいて加算されるが、より良い方法は、変形方法をプロセスに組み込
んで、線量を受け取った構造に基づいて（たとえそれらの構造が位置を変えたとしても）
、線量を加算するようにすることである。しかし、新規のタイプの適応療法を実行するた
めに、こうした技法をベースにすることが可能である。
【００４６】
　線量を再計算することに関しては、こうしたプロセスを改善または容易にするための本
発明の他の幾つかの態様がある。例えば、場合によっては画像支援に基づいて、患者に適
用する日々の任意のレジストレーションを記録の後に、これらの同じレジストレーション
は、オプションとして、線量を再計算するときに患者画像に適用され得る。これは、自動
的または半自動的に行われ得る。代替例としては、線量は、異なるレジストレーションを
用いて再計算され得る。その利点は、記録されたレジストレーションを自動的に使用する
ことによって、送達された線量を再計算するプロセスが簡素化および合理化されることで
ある。更に、異なるレジストレーションに対して線量を再計算する能力を有することによ
って、他の患者の位置合わせ（アライメント）プロトコルの効果がより高いか又はより低
いかを判定するために、試験することができる。また、記録されたレジストレーションを
使用しないことによって、画像支援のないときに治療にどのように影響があったかを判定
することができる。
【００４７】
　線量の再計算プロセスはまた、不完全な画像をパディングする（ｐａｄｄｉｎｇ、当て
物をする）ことによって強化され得る。それは、軸方向平面および／または上位／下位の
方向に制限された、限られた寸法の画像により、線量計算の正確さが低下する恐れがある
からである。これを克服する方法は、限られた寸法の画像を、計画画像からなどのデータ
のような他の画像データでパディングすることである。このパディングする方法は、軸方
向や上位／下位の制限されたデータに対して役に立つことができる。更に、上位／下位デ
ータをパディングするための他の方法は、改善された線量計算を行うためにデータ量が十
分に大きくなるまで、必要に応じて不完全な画像のエンド・スライスを繰り返すことであ
る。
【００４８】
　線量の再計算の更なる態様は、実際の４Ｄの動きを説明するために線量の計算を伴う。
以前の教示は、時間ベースの一連の画像、または呼吸などのような動きのパターンの「フ
ェーズ（相）」をそれぞれが表す３Ｄ画像ボリュームの集合体である「４Ｄ　ＣＴ」画像
を生成するための方法を説明する。それらの画像は、輪郭付けのために、更には、ある「
フェーズ」のサイクルを予想する治療プランを生成するために使用されてきた。しかし、
患者の呼吸は、しばしば、「４Ｄ　ＣＴ」画像セットによって示される理想的な再現可能
なパターンからずれる可能性がある。本発明は、それらのボリュームのうち１つについて
、線量をより正確に再計算する方法を提供する。これは、治療中の患者の動きを監視する
ために、動き検出システム１１２を使用することを伴う。こうした動きは、不規則である
か、または予測できない可能性があり、また、スムーズなまたは再生可能な経路に従うと
はかぎらない。また、こうした動きは、Ｘ線、室内ＣＴ、レーザ配置デバイス、カメラ・
システム、肺活量計、超音波、張力測定などを含む多くのモニタ・システムの任意のもの
で検出され得る。こうした測定の場合、線量は、任意の所与の時間に患者が存在したフェ
ーズを特定するために測定されたデータを使用することにより、そして、患者の瞬間的な
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位置に最もマッチする４Ｄ　ＣＴ画像のフェーズにおける各時間にいての放射線量を再計
算することにより、患者の実際のデリバリに関して再計算することができる。これもまた
、患者の治療と同時に収集されたＣＴ画像を使用して実行され得る。後者の場合には、フ
ェーズの特定は必要ないかもしれない。一実施形態では、デフォーメーション技法は、異
なるフェーズまたは画像の間の線量を蓄積するように、使用することができる。更に、治
療前または治療中に更新された４Ｄ　ＣＴ画像の生成は、この方法と共に使用することが
でき、４Ｄ　ＰＥＴや４Ｄ　ＭＲＩなどのような、厳密にはＣＴではない他のタイプの４
Ｄ画像も可能であるが、典型的には、これらの画像を定量的に使用するためには幾らかの
変更を必要とする。
【００４９】
　この技法の適用例は、不良の計画作成や、計画（プラン）を不良に送達するこによる結
果などによる、不良の治療を修正することである。分析モジュール１２２は、送達された
ネットの線量を分析することができ、所望されるネットの線量や、意図した生物学的効果
に適合するように選択された線量を送達するように、修正プランを生成することができる
。元の治療は、光子ベースの放射線療法に限定する必要はなく、近接照射療法、電子ビー
ム療法、陽子、中性子、または粒子線療法、または他のタイプの治療を含む任意の形態の
治療とすることができる。
【００５０】
　この発明の他の態様は、適応療法の概念が、受けた線量のみに基づくだけではなく、患
者の治療、臨床結果、マシンの変化、および／または生物学的なマーカにおける予測トレ
ンドに基づいて、適用され得ることである。例えば、腫瘍が収縮しつつある、または正常
な組織構造が徐々に移動しつつある、というようなトレンド（傾向）が検出された場合、
適応プラン・プロセスは、患者の現在の状態および今まで送達された線量を説明するだけ
ではなく、予期される更なる解剖学的構造の変化を反映するプランを生成することもでき
る。同様に、治療の過程での累積する線量情報を分析する場合、臨床家はまた、臨床的な
発見や利用可能な生物学的マーカや検査に基づいて、患者が経験する臨床的影響および副
作用のレベルも考慮することができる。副作用が僅かである場合、更に積極的な療法治療
を追求してもよく、一方、更なる合併症が検出される場合、影響を受けた部位を適切に回
避するために、療法を変更することもできる。更に、プランは、出力、エネルギー、校正
の変動などのようなマシンで検出された変化に対して補償するように、適合され得る。
【００５１】
　この態様のバリエーションは、放射線生検（ｒａｄｉｏｂｉｏｐｓｙ）を実施すること
である。治療の早期に、または放射線治療を完全に開始する前に、患者１４は、局所化さ
れた部位に対して、高い放射線量を有する治療（トリートメント）・フラクションを、ま
たは局所化された部位に対して、場合によっては、１回の線量を受けることができる。こ
の部位に対する効果が監視されて、それが腫瘍状であるか、また、何れのタイプかなどの
ような、その部位の性質を判定することができる。これらの結果に基づいて、治療の適切
な過程を決定することができ、既に送達された線量がプラン・プロセスに組み込まれる。
【００５２】
　図５は、システム・レベルの品質保証を確認する方法の流れ図を示す。医療従事者は、
患者の画像を取得し（２００）、患者データや、画像や、他の情報に基づいて、患者１４
のための治療プランを生成する（２０４）。患者１４の治療の準備ができていると、医療
従事者は、治療のデリバリ前に、患者配置モジュール１１０の助けを受けて患者１４を治
療台８２に配置する（２０８）。医療従事者は、配置プロセスを支援するために患者１４
のオンライン画像の取得を開始する（２１２）。更なる配置調整が必要に応じて行われ得
る。患者１４が適切に配置された後、ユーザは、トリートメント・デリバリ・モジュール
１１４の助けを受けて、治療プランに従って治療を開始する（２１６）。治療プランのデ
リバリ中に、フィードバック・モジュール１１８は、放射線療法治療デバイス１０および
患者パラメータに関するデータを取得する（２２０）。治療中および／または治療後に、
分析モジュール１２２は、患者１４が受ける放射線量を計算し（２２４）、治療プランの
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【００５３】
　図６は、システム・レベルの品質保証を確認する方法の流れ図を示す。医療従事者は、
患者の画像を取得し（２５０）、患者データや、画像や、他の情報に基づいて、患者１４
のための治療プランを生成する（２５４）。患者１４の治療の準備ができていると、医療
従事者は、治療のデリバリ前に、患者配置モジュール１１０の助けを受けて、患者１４を
治療台８２に配置する（２５８）。医療従事者は、配置プロセスを支援するために患者１
４のオンライン画像の取得を開始する（２６２）。更なる配置調整が必要に応じて行われ
得る。医療従事者は、治療プランの画像の１つとオンライン画像との間の変形マップの生
成を開始する（２６６）。患者１４が適切に配置された後、ユーザは、施療モジュール１
１４の助けを受けて、治療プランに従って治療を開始する（２７０）。治療プランのデリ
バリ中に、フィードバック・モジュール１１８は、放射線療法治療デバイス１０および患
者パラメータに関するデータを取得する（２７４）。治療中および／または治療後に、分
析モジュール１２２は、患者１４が受ける放射線量を計算し（２７８）、治療プランのデ
リバリが意図した通りに行われたかどうかを判定する（２８２）。
【００５４】
　本発明の様々な特徴および利点は、添付の特許請求の範囲に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、放射線療法治療システムの斜視図である。
【図２】図２は、図１で示された放射線療法治療システムで使用され得るマルチリーフ・
コリメータの斜視図である。
【図３】図３は、図１の放射線療法治療システムの概略図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による、治療プランのデリバリを評価する方法の放
射線療法治療システムのチャートで使用されるソフトウェア・プログラムの概略図である
。
【図５】図５は、本発明の一実施形態によるシステム・レベルの品質保証を確認する方法
の流れ図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態によるシステム・レベルの品質保証を確認する方法
の流れ図である。
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